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鹿児島県

（※については例規集登載事項）

ページ

告 示

○生活保護法等に基づく医療機関等の指定（５件） （社会福祉課取扱い）１

○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定自立支援

医療機関の指定の更新（３件） （障害福祉課取扱い）３

○機船船びき網漁業の許可申請期間の決定 （水産振興課取扱い）４

○海潟地区特定漁港漁場整備事業計画の変更案の縦覧 （漁港漁場課取扱い）４

○急傾斜地崩壊危険区域の指定（２件） （砂防課取扱い）４

○児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者の指定 （鹿児島地域振興局取扱い）６

○児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の廃止 （大隅地域振興局取扱い）６

○道路の位置指定 （熊毛支庁取扱い）７

○児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者の指定 （大島支庁取扱い）７

公 安 委 員 会 告 示

○遊技機の型式の検定の告示 （生活安全企画課取扱い）７

鹿児島県告示第81号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）

第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により，次のとおり指

定医療機関として指定した。

平成31年２月12日

鹿児島県知事 三反園訓

名 称 所 在 地 指定年月日

クオール薬局霧島店 霧島市霧島田口2115－16 平成30年10月１日

スマイル薬局出水店 出水市六月田町363番地 平成30年10月１日

ひとみ薬局 鹿屋市寿四丁目14番13号 平成30年９月１日

つつじ薬局 鹿屋市串良町有里７番地３ 平成30年９月１日

みどり歯科医院 いちき串木野市緑町11番地 平成30年10月１日

くるみ薬局 姶良郡湧水町米永585番地21号 平成30年９月１日

みつば薬局 霧島市隼人町姫城三丁目174－１ 平成30年11月１日

立志クリニック 薩摩郡さつま町湯田1502－10 平成30年10月１日

ますざき医院 薩摩郡さつま町広瀬673番地 平成30年11月10日

鹿児島県告示第82号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）

第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により，次のとおり指

定医療機関として指定した。

鹿 児 島 県 公 報
平成31年２月12日（火）第3493号

目 次

発 行 鹿 児 島 県

〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10番１号

編 集 総 務 部 学 事 法 制 課

定例発行日（毎週火，金）

告 示

鹿 児 島 県 公 報 平成31年２月12日（火）第3493号



- 2 -

平成31年２月12日

鹿児島県知事 三反園訓

名 称 所 在 地 指定年月日

ぎんざ薬局 薩摩郡さつま町広瀬668－３ 平成30年11月19日

大王マリンバ薬局 摩川内市大王町１番地６ 平成30年12月１日

鹿児島県告示第83号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）

第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により，次のとおり指

定医療機関として指定した。

平成31年２月12日

鹿児島県知事 三反園訓

事 業 者 事 業 所
指定年月日

名 称 主たる事務所の所在地 名 称 所 在 地

株式会社ＷＩＬＬ 摩川内市西開聞町12 ウィル訪問看護リハ 摩川内市西開聞町12 平成30年10

ＷＡＹ ＥＳＴＡＴ 番２号 ビリステーション 番２号 月１日

Ｅ

鹿児島県告示第84号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）

第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により，次のとおり指

定医療機関として指定した。

平成31年２月12日

鹿児島県知事 三反園訓

事 業 者 事 業 所
指定年月日

名 称 主たる事務所の所在地 名 称 所 在 地

医療法人ＳＡＫＵＲ 志布志市志布志町志布 訪問看護ステーショ 志布志市志布志町志布 平成30年11

Ａ 志1290番地１ ンゆう馬 志1290番地１ 月１日

医療法人お茶の水北 出水市上鯖渕1966番地 三慶医院・訪問看護 出水市上鯖渕1966番地 平成30年７

洲会 ステーション 月１日

鹿児島県告示第85号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法

律第30号）第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により，次

のとおり指定介護機関として指定した。

平成31年２月12日

鹿児島県知事 三反園訓

事 業 者 事 業 所
指 定 年 月 サ ー ビ ス

主たる事務所の所在
名 称 名 称 所 在 地 日 の 種 類

地

医療法人碧山会 奄美市名瀬石橋町４ 小規模多機能ホー 奄美市笠利町辺留37 平成3 0年 小 規 模 多

番地18号 ム家族の家かさり 番地１号 10月１日 機 能 型 居

宅 介 護

有限会社伊津部薬 奄美市名瀬伊津部町 スマイル薬局 奄美市名瀬伊津部町 平成30年 居 宅 療 養

局 ２－18 16－13 ８ 月 １ 日 管 理 指

導 ， 介 護

予 防 居 宅

鹿 児 島 県 公 報 平成31年２月12日（火）第3493号
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鹿 児 島 県 公 報 平成31年２月12日（火）第3493号

療 養 管 理

指 導

特定非営利活動法 霧島市国分郡田1201 指定居宅介護支援 霧島市国分郡田1201 平成 3 0年 居 宅 介 護

人ふれあいの集い 番地 事業所よりそい 番地 10月16日 支 援

の会

医療法人社団拓美 東京都町田市本町田 朝仁歯科医院 奄美市名瀬朝仁新町 平成30年 居 宅 療 養

会 2533公社住宅ハ－12 27－12 ７ 月 １ 日 管 理 指 導

－106

原田佳子 鹿屋市寿四丁目11番 けいこ歯科 鹿屋市寿四丁目11番 平成3 0年 居 宅 療 養

10号 10号 1 0月１日 管 理 指 導

株式会社碧のてら 宮崎県都城市南横市 ア ズ ー ル マ テ リ 曽於市末吉町上町四 平成30年 福 祉 用 具

す 町4396－７ ア．ＳＯ 丁目７－５ 12月７日 貸 与 ， 特

定 福 祉 用

具 販 売 ，

介 護 予 防

福 祉 用 具

貸 与 ， 特

定 介 護 予

防 福 祉 用

具 販 売

奄美医療生活協同 奄美市名瀬長浜町12 南大島診療所 大島郡瀬戸内町古仁 平成30年 居 宅 療 養

組合 番24号 屋松江16－４ ７ 月 １ 日 管 理 指

導 ， 介 護

予 防 居 宅

療 養 管 理

指 導

鹿児島県告示第86号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第

60条第１項の規定により，次のとおり指定自立支援医療機関の指定を更新した。

平成31年２月12日

鹿児島県知事 三反園訓

病 院 又 は 診 療 所 更新年月 自立支援医療

名 称 所 在 地 日 の種類

県立大島病院 奄美市名瀬真名津町18番１号 平成31年 更生医療

２月１日

鹿児島県告示第87号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第

60条第１項の規定により，次のとおり指定自立支援医療機関の指定を更新した。

平成31年２月12日

鹿児島県知事 三反園訓

薬 局 更新年月 自立支援医療

名 称 所 在 地 日 の種類

サンライズ薬局 摩川内市五代町3217番地１ 平成31年 育成医療・更

２月１日 生医療

ふれんど薬局 姶良市加治木町新生町130番 平成31年 育成医療・更

地３ ２月１日 生医療

鹿児島県告示第88号
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鹿 児 島 県 公 報 平成31年２月12日（火）第3493号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第

60条第１項の規定により，次のとおり指定自立支援医療機関の指定を更新した。

平成31年２月12日

鹿児島県知事 三反園訓

指定訪問看護事業者，指定居

宅サービス事業者又は指定介 事 業 所
更新年月 自立支援医療

護予防サービス事業者
日 の種類

主たる事務所
名 称 名 称 所 在 地

の所在地

医療法人浩然 指宿市十町字 医療法人浩然 指宿市大牟礼 平成31年 育成医療・更

会 湯ノ前1145番 会指宿訪問看 四丁目４－８ ２月１日 生医療

地 護ステーショ

ン

医療法人参篤 曽於市末吉町 末吉訪問看護 曽於市末吉町 平成31年 育成医療・更

会 栄町二丁目12 ステーション 栄町二丁目12 ２月１日 生医療

－１ －１

鹿児島県告示第89号

鹿児島県漁業調整規則（昭和39年鹿児島県規則第98号）第８条第２項の規定により，機船船

びき網漁業の許可の申請の期間を次のとおり定めた。

平成31年２月12日

鹿児島県知事 三反園訓

１ 許可の申請を要する者

志布志湾海域において機船船びき網漁業を営もうとする者

２ 許可の申請の期間

平成31年２月12日から同月20日まで

鹿児島県告示第90号

漁港漁場整備法（昭和25年法律第137号）第17条第10項の規定により海潟地区特定漁港漁場

整備事業計画（平成15年５月23日鹿児島県公報第1884号の３登載）を変更したいので，当該特

定漁港漁場整備事業計画の変更の案を次のとおり縦覧に供する。

なお，当該特定漁港漁場整備事業計画の変更の案に意見がある者は，縦覧期間満了の日まで

に，知事に対し意見書を提出することができる。

平成31年２月12日

鹿児島県知事 三反園訓

１ 縦覧期間

平成31年２月12日から同年３月４日まで

２ 縦覧場所

鹿児島県商工労働水産部漁港漁場課及び大隅地域振興局建設部河川港湾課並びに垂水市役

所水産商工観光課

鹿児島県告示第91号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第57号）第３条第１項の規定

により，次の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図面は，鹿児島県土木部砂防課及び鹿児島地域振興局建設部建設総務課に備え置い

て縦覧に供する。

平成31年２月12日

鹿児島県知事 三反園訓

区 域 の 名 称 区 域
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鹿 児 島 県 公 報 平成31年２月12日（火）第3493号

緑ヶ丘１－１地 次に掲げる標柱の１号から17号までを順次直線で結んだ線及び同標

区 柱の１号と17号を直線で結んだ線により囲まれた土地の区域

標柱 標柱の所在地

１号 鹿児島市緑ヶ丘町378番４

２号 鹿児島市緑ヶ丘町378番５

３号 鹿児島市緑ヶ丘町241番110

４号 鹿児島市緑ヶ丘町241番109

５号 鹿児島市緑ヶ丘町241番160

６号 鹿児島市緑ヶ丘町241番131

７号 鹿児島市緑ヶ丘町241番129

８号 鹿児島市緑ヶ丘町241番128

９号 10号 11号 12号 鹿児島市岡之原町352番２

13号 14号

15号 16号 17号 鹿児島市緑ヶ丘町387番１

玉 里 ６ 地 区 次に掲げる標柱の１号と11号を直線で結んだ線，同標柱の11号から

20号までを順次直線で結んだ線及び同標柱の１号と20号を直線で結ん

だ線により囲まれた土地の区域

標柱 標柱の所在地

１号 平成15年３月28日鹿児島県告示第401号

（急傾斜地崩壊危険区域の指定）で指定し

た急傾斜地崩壊危険区域のうち玉里６地区

の区域の標柱の１号

11号 12号 鹿児島市玉里町3628番２

13号 鹿児島市玉里町3621番４

14号 鹿児島市玉里町3589番17

15号 16号 鹿児島市玉里町3619番１

17号 鹿児島市玉里町3620番１

18号 鹿児島市玉里町3622番１

19号 鹿児島市玉里町3623番１

20号 鹿児島市玉里町3624番

実 方 ６ 地 区 次に掲げる標柱の１号から６号までを順次直線で結んだ線及び同標

柱の１号と６号を直線で結んだ線により囲まれた土地の区域

標柱 標柱の所在地

１号 鹿児島市吉野町829番３

２号 鹿児島市吉野町829番11

３号 鹿児島市吉野町541番３

４号 鹿児島市吉野町543番１

５号 鹿児島市吉野町828番３

６号 鹿児島市吉野町829番５

上竜尾５－１地 次に掲げる標柱の１号から５号までを順次直線で結んだ線及び同標

区 柱の１号と５号を直線で結んだ線により囲まれた土地の区域

標柱 標柱の所在地

１号 鹿児島市西坂元町2135番４

２号 ３号 ４号 鹿児島市西坂元町2119番60

５号 鹿児島市西坂元町2119番13

鹿児島県告示第92号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第57号）第３条第１項の規定

により，次の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

その関係図面は，鹿児島県土木部砂防課及び大島支庁徳之島事務所建設課に備え置いて縦覧



- 6 -

鹿 児 島 県 公 報 平成31年２月12日（火）第3493号

に供する。

平成31年２月12日

鹿児島県知事 三反園訓

区 域 の 名 称 区 域

大 当 地 区 次に掲げる標柱の１号から24号までを順次直線で結んだ線及び同標

柱の１号と24号を直線で結んだ線により囲まれた土地の区域

標柱 標柱の所在地

１号 大島郡徳之島町母間字扇間9364番２

２号 ３号 ４号 大島郡徳之島町母間字ノサギ原9444番

５号 ６号 大島郡徳之島町母間字大迫9568番

７号 大島郡徳之島町母間字大迫9570番

８号 ９号 大島郡徳之島町母間字大迫9594番

10号 11号 大島郡徳之島町母間字大迫9583番

12号 大島郡徳之島町母間字大迫9582番１

13号 大島郡徳之島町母間字塩道10472番２

14号 大島郡徳之島町母間字塩道10471番

15号 16号 大島郡徳之島町母間字内兼久9520番

17号 18号 大島郡徳之島町母間字内兼久9495番

19号 大島郡徳之島町母間字内兼久9489番

20号 大島郡徳之島町母間字内兼久9562番

21号 22号 大島郡徳之島町母間字内兼久9488番

23号 大島郡徳之島町母間字内兼久9446番１

24号 大島郡徳之島町母間字扇間9355番３

鹿児島地域振興局告示第３号

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の３第１項の規定により，次のとおり指定

障害児通所支援事業者として指定した。

平成31年２月12日

鹿児島地域振興局長 井多原章一

事 業 所 申 請 者 障 害 児 通
指 定 年 月

主たる事務所の 代表者の氏 所 支 援 の
名 称 所 在 地 名 称 日

所在地 名 種 類

もぜ 鹿児島市清和四 社会福祉法人慶 鹿児島市下福元 川窪眞由美 平成30年 児 童 発 達

丁目１番40号 生会 町字松ヶ尾1732 1 1月15日 支 援 ・ 保

番地 育 所 等 訪

問 支 援

放課後等デイサ 鹿児島市易居町 特定非営利活動 鹿児島市川上町 吉満富士夫 平成30年 放 課 後 等

ービスあいの葉 ４番15号 法人ウェルフェ 3561番地 11月26日 デ イ サ ー

弐番館 ア ビ ス

大隅地域振興局告示第３号

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の20第４項の規定により，指定障害児通所

支援事業者から次のとおり指定通所支援の事業の廃止の届出があった。

平成31年２月12日

大隅地域振興局長 堀之内健郎

事 業 所 指定障害児通所支援事業者 障 害 児 通
廃 止 年 月

主たる事務所の 代表者の氏 所 支 援 の
名 称 所 在 地 名 称 日

所在地 名 種 類

多機能事業所曽 曽於市大隅町月 医療法人常清会 鹿児島市南新町 川池 浩二 平成31年 放 課 後 等
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らりす 野1944番地２ １番29号 ２月2 8日 デ イ サ ー

ビ ス

熊毛支庁告示第１号

建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５号の規定により，次のとおり道路の

位置を指定した。

平成31年２月12日

熊毛支庁長 大田浩一

指 定 道 路
指定の年 申請者の住所及び

延 長 幅 員
月日 氏名 位 置

（メートル） （メートル）

平成31年 西之表市西之表 西之表市西之表字正建田 21.39 5.62～5.66

１月８日 14751番地15 5598番４，5598番７及び

坂元良子 5598番15

大島支庁告示第４号

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の３第１項の規定により，次のとおり指定

障害児通所支援事業者として指定した。

平成31年２月12日

大島支庁長 松本俊一

事 業 所 申 請 者 障 害 児 通
指 定 年 月

主たる事務所の 代表者の氏 所 支 援 の
名 称 所 在 地 名 称 日

所在地 名 種 類

放課後等デイサ 大島郡龍郷町瀬 特定非営利活動 大島郡龍郷町瀬 前田 則美 平成31年 児 童 発 達

ービス愛かな 留森足原1116番 法人奄美愛かな 留森足原1116番 ２ 月 １ 日 支 援 ・ 保

地 工房 地 育 所 等 訪

問 支 援

鹿児島県公安委員会告示第17号

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第20条第４項

の規定により申請のあった次の遊技機は，遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則（昭和

60年国家公安委員会規則第４号）第６条の遊技機の型式に関する技術上の規格に適合している

と認めた。

平成31年２月12日

鹿児島県公安委員会委員長 石窪奈穂美

遊技機の種類 型式名 製造者の氏名又は名称 検定番号

ぱちんこ遊技機 Ｐ彼岸島ＲＰＹ 株式会社サンセイアー 8P1136

ルアンドディ

ぱちんこ遊技機 ＰゴッドイーターＭＶＹ２ 株式会社サンセイアー 8P1215

ルアンドディ

ぱちんこ遊技機 Ｐヱヴァンゲリヲン～超覚醒～ 株式会社ビスティ 8P1180

ぱちんこ遊技機 ＰＪＡＷＳ再臨Ｌ１ＢＵ２Ｓ 株式会社平和 8P0545

ぱちんこ遊技機 Ｐ信長の野望～創造～Ｎ－Ｋ 株式会社ニューギン 8P0734

ぱちんこ遊技機 Ｐ信長の野望～創造～ＧＯ 株式会社ニューギン 8P1130

ぱちんこ遊技機 ＰＥＸＺＥＵＳＭ－４Ｓ 株式会社ニューギン 8P1099

ぱちんこ遊技機 ＰセブンインパクトＡＳＴ ベルコ株式会社 8P1198

ぱちんこ遊技機 Ｐ七つの大罪ＥＸＡ サミー株式会社 8P1200

ぱちんこ遊技機 Ｐデジハネ七つの大罪ＣＸＥ サミー株式会社 8P1171

公 安 委 員 会 告 示
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回胴式遊技機 パチスロチュラオキＫ 株式会社七匠 8S0067

回胴式遊技機 蒼天の拳ＡＢ／ＺＲ サミー株式会社 8S0075


